
 

 

第 ２ ６ 回 議 会 運 営 委 員 会 

と き 平成３０年１１月２９日（木） 

午前１０時 

ところ 第１委員会室 

付議事項 

１ 平成３０年第４回（１２月）定例会に関する事項について 

(1) 早期議決議案及び後送議案について 

(2) 会期案について・・・資料１ 

１２月４日（火）から１２月２１日（金）までの１８日間 

(3) 所管事務調査報告について 

民生福祉常任委員会と産業建設常任委員会の所管事務調査報告を１２月

定例会初日の１２月４日に行う。 

(4) 請願書の取扱いについて 資料２ 

  ○埴生小学校移転跡地の管理・活用・予算計画の請願書 

  ○埴生複合施設移設に伴うサイレン継続設置を求める請願について 

  ○市立小中学校空調設備に使用されるエネルギー（燃料）について 

(5) 議事日程案について・・・資料３ 

(6) 陳情・要望書等の取扱いについて・・・資料４ 

  ・平成３１年度理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についてのお願       

   い 

  ・山陽小野田市議会議場に国旗の掲揚を要望 

  ・代替税源なき車体課税の減税要求に対して自動車税の根幹堅持等を求め 

る要望活動について（お願い） 

  ・学校教材の計画的な整備推進についてのお願い 

  ・平成３１年度税制改正に関する提言について 

  ・住宅リフォーム助成制度の継続を求める要請書 

  ・地域建設産業の再生に関する要請書 

 

２ 山陽小野田市議会議員政治倫理条例の改正について・・・資料５ 

 

３ その他 

(1) 全員協議会の開催日 

・１２月４日（火）午前９時１５分 議運決定事項 
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平成３０年第４回（１２月）定例会議案名 

 

１ 市長提出議案（議案３７件） 

○総務文教常任委員会関係（６件） 

 (1) 議案第１１０号 山陽小野田市きららガラス未来館の指定管理者の指定

について                         （文化） 

(2) 議案第１１１号 山陽小野田市体育施設の指定管理者の指定について

（スポーツ） 

(3) 議案第１１６号 山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館の指定管理者

の指定について                    （社会教育） 

(4) 議案第１２３号 山陽小野田市職員給与条例の一部を改正する条例の制

定について                        （人事） 

(5) 議案第１２４号 山陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田

市病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て                            （人事） 

(6) 議案第１２５号 山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末

手当支給条例の一部を改正する条例の制定について      （人事） 

 

○民生福祉常任委員会関係（１１件） 

(1) 議案第９３号 平成３０年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予

算（第１回）について                   （国保） 

(2) 議案第９４号 平成３０年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算

（第２回）について                    （高齢） 

(3) 議案第９５号 平成３０年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回）について                  （国保） 

 (4) 議案第１００号 平成３０年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第

１回）について                      （病院） 

(5) 議案第１０１号 山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例の一部を

改正する条例の制定について              （市民生活） 

(6) 議案第１０２号 山陽小野田市斎場条例の一部を改正する条例の制定に

ついて                          （環境） 

資料１ 
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(7) 議案第１０３号 山陽小野田市保健施設条例の一部を改正する条例の制

定について                        （健康） 

 (8) 議案第１１２号 山陽小野田斎場の指定管理者の指定について（環境） 

(9) 議案第１１８号 平成３０年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正

予算（第２回）について                  （国保） 

(10) 議案第１１９号 平成３０年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予

算（第３回）について                   （高齢） 

(11) 議案第１２０号 平成３０年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２回）について                （国保） 

 

○産業建設常任委員会関係（１５件） 

(1) 議案第９２号 平成３０年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算

（第１回）について                    （都市） 

(2) 議案第９６号 平成３０年度山陽小野田市地方卸売市場事業特別会計補

正予算（第１回）について                 （農林） 

(3) 議案第９７号 平成３０年度山陽小野田市下水道事業特別会計補正予算

（第１回）について                    （下水） 

(4) 議案第９８号 平成３０年度山陽小野田市農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２回）について                 （下水） 

(5) 議案第９９号 平成３０年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計

補正予算（第２回）について                （公営） 

(6) 議案第１０４号 山陽小野田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条

例の制定について                     （土木） 

(7) 議案第１０５号 山陽小野田市法定外公共物管理条例の一部を改正する

条例の制定について                    （土木） 

(8) 議案第１０６号 山陽小野田市都市公園条例の一部を改正する条例の制

定について                        （都市） 

(9) 議案第１０７号 山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の

制定について                       （都市） 

(10) 議案第１０８号 山陽小野田市下水道事業の設置等に関する条例の制

定について                        （下水） 
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(11) 議案第１１３号 山陽小野田市商工センターの指定管理者の指定につ

いて                           （商工） 

(12) 議案第１１４号 山陽小野田市労働会館の指定管理者の指定について 

（商工） 

(13) 議案第１１５号 竜王山公園オートキャンプ場の指定管理者の指定に

ついて                          （都市） 

(14) 議案第１２１号 平成３０年度山陽小野田市下水道事業特別会計補正

予算（第２回）について                  （下水） 

(15) 議案第１２２号 平成３０年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別

会計補正予算（第３回）について              （公営） 

 

○一般会計予算決算常任委員会関係（４件） 

(1) 承認第１４号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第４回）

に関する専決処分について                 （財政） 

(2) 議案第９０号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第５回）

について                         （財政） 

(3) 議案第９１号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第６回）

について                         （財政） 

(4) 議案第１１７号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第７

回）について                       （財政） 

 

○山口東京理科大学調査特別委員会関係（１件） 

 (1) 議案第１０９号 山陽小野田市公立大学法人評価委員会条例の一部を改

正する条例の制定について                 （大学） 

 

○行政報告 

１ 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の平成２８年度決算概要

及び平成２９年度事業計画概要について           （大学） 

２ 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の平成２９年度決算概要

及び平成３０年度事業計画概要について           （大学）  
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平成３０年第４回（１２月）定例会議事日程 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘 要 

１２ ４ 火 
午前１０時 本会議 

・会期の決定 

・諸般の報告（行政報告、事務報告） 

・各常任委員会の所管事務調査報告 

・議案３７件を一括上程、提案理由の説 

明、質疑及び委員会付託 

・請願３件の委員会付託 

本会議終了後 委員会 ・総務文教常任委員会 

１２ ５ 水 午前９時 委員会 

・総務文教常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会総務文教 

分科会 

・民生福祉常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会民生福祉 

分科会 

１２ ６ 木 午前９時 委員会 

・産業建設常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会産業建設 

分科会 

・総務文教常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会総務文教 

分科会 

１２ ７ 金 午前１０時 委員会 

・山口東京理科大学調査特別委員会 

・一般会計予算決算常任委員会理科大 

分科会 

１２ ８ 土  休 会  

１２ ９ 日  休 会  

１２ １０ 月  委員会 ・予備日 

１２ １１ 火 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

１２ １２ 水 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

資料３ 
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１２ １３ 木 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

１２ １４ 金 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

１２ １５ 土  休 会  

１２ １６ 日  休 会  

１２ １７ 月 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

１２ １８ 火  休 会 （議事整理のため） 

１２ １９ 水 午前１０時 委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 

１２ ２０ 木  休 会 （議事整理のため） 

１２ ２１ 金 午前１０時 本会議 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決 

・閉会中の調査事項について 
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議員政治倫理条例の改正について 

 

１ 具体的措置について 

 （１）審査会からの意見 

  議員政治倫理審査会から平成３０年６月１１日付け議長に提出のあった審  

査結果報告書の附帯意見において本市議会議員政治倫理条例について、次

の意見が付された。 

現在の本市議会議員政治倫理条例には、政治倫理基準に違反する行為が存

在するという結果となった場合における議員又は議会として講じる具体的な

措置が規定されていない。 

今後、条例違反の疑いのある事案に対して、公平かつ適正な運用を図るた

めには、当該条例に具体的な措置を定めておくことが必要と考える。  

 ついては、当該意見のとおり条例改正について検討する。 

 

（２） 議員又は議会として講じる具体的な措置の検討 

  このたびの審査結果報告書において、議会及び被審査議員が講ずべき

とした措置は、次の２つである。 

  ○議場における被審査議員に対する議長の注意  

  ○議場における被審査議員からの謝罪  

  

（３） 県内他市の具体的措置 

   ○下関市 

    (1)議場における議長の注意 

    (2)議場における謝罪文の朗読 

    (3)議会の特別委員の辞任勧告 

    (4)議員が就任している職で議長が別に定める職の辞任勧告  

    (5)議員辞職勧告 

     ※第４号の議長が別に定める職（規程で定めている。） 

       (1)議長、(2)副議長、(3)常任委員会、議会運営委員会及び特別

委員会の委員長及び副委員長、(4)会派の代表者、(5)議会選出

資料５ 
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監査委員、(6)農業委員会選任委員、(7)豊浦・大津環境浄化組

合議会議員 

 

    ○周南市 

     (1)議場における議長の注意 

     (2)議場における謝罪文の朗読  

     (3)議員辞職勧告 

     (4)その他必要な措置 

  

（４）本市の条令改正案 

下線部の条文を追加 

  

（政治倫理基準違反の審査等） 

第７条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。  

(1) 調査請求の適否 

(2) 政治倫理基準に違反する行為の存否  

 (3) 審査会において、審査の請求の対象とされた議員（以下「被審査議

員」という。）の行為が政治倫理基準に違反すると認めた場合は、当該

被審査議員に対する措置 

２～４ 略 

５ 審査会において、政治倫理基準に違反する行為があると認めた場合の

被審査議員に対する措置は、次のとおりとする。この場合において、２

以上の措置をあわせて講ずるよう決することを妨げない。  

(1) 議場における議長の注意 

 (2) 議場における謝罪文の朗読 

 (3) 議員が就任している職で議長が別に定める職の辞任勧告  

 (4) 議員辞職勧告 

     ※第３号の議長が別に定める職（条例施行規程で定める。）  

    (1) 議長、(2) 副議長、(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特
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別 委員会の委員長及び副委員長、(4) 会派の代表者、(5) 議会

選出監査委員、 (6) 宇部・山陽小野田消防組合議会議員  

 ６ 被審査議員は、審査会の審査結果の報告において、自己の行為が政治

倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重し

て、政治倫理の確保のために必要な措置を自ら講じなければならな

い。 

 ７ 議会は、被審査議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の品位

と名誉を守り、市民の信頼を回復するため、必要と認める措置を講ず

るものとする。 

 

２ 会議の公開の規定について 

  本市条例には、審査会の公開についての規定がない。今回の審査会では、

会議公開の原則にのっとり会議を公開したが、それを明確にするため会議

公開に係る規定を加える。 

 

（１）山陽小野田市議会委員会条例の規定 

(会議の公開) 

第 19 条 委員会の会議は、原則としてこれを公開する。  

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることがで  

きる。 

3 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。  

(秘密会) 

第 20 条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。  

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いな

いで委員会に諮って決める。 

 

（２）他市の政治倫理条例の公開規定の例 

審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の３分の２以上の同

意を 得たときは、非公開とすることができる。  
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（３）本市の条例改正案 

【本市の案】下線部の条文を追加 

 

 (会議の公開) 

第 条 審査会の会議は、原則としてこれを公開する。  

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができ

る。 

 (秘密会) 

第 条 審査会は、出席委員の３分の２以上の多数議決で秘密会とすること

ができる。 

2 審査会を秘密会とする会長又は委員の発議については、討論を用いない

で審査会に諮って決める。 

 


